
社会福祉法人高畠町社会福祉協議会 

役 員 の報 酬 等 に関 する規 程   

 

(目的) 

第１条 この規程は、社会福祉法人高畠町社会福祉協議会の定款第 24 条の規定に基づき、

役員の報酬等に関し必要な事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、役員とは、理事及び監事をいう。 

   

（報酬の額） 

第３条 役員の報酬は、別表１に掲げるとおりとする。 

 

別表１ 

区分 報酬額 備考 

会 長 ２４０，０００円／年  

副 会 長  ５０，０００円／年  

常務理事 ２００，０００円／月 常勤 

監 事  １０，０００円／年  

 

（報酬の支給） 

第４条 報酬の支給は、次に掲げるとおりとする。 

  (1) 報酬が年額の場合は、当該年度中に 1 回又は 2 回に分けて支給し、月額の場合は、

当該月ごとに支給する 

  (2) 年度の中途において就任した役員の報酬はその月から対象とし、年度の中途にお

いて退任した場合はその月までを対象として、それぞれ月割りにより算出した額を支給

する。 

  (3) 報酬の支給が前各号によりがたい場合は、会長が別に定める 

 

（費用弁償） 

第５条 役員が、その職務のため、理事会及び監事会に出席したときは、別表２により費用

を弁償する。 

 

   別表２  費用弁償の額 

      日当（日額） ２，０００円 

      車賃     別表３のとおり 

 

別表３ 車賃の額 

区分 該当地域 車賃の額 

１ 大町一、大町二、大町三、横町、桜木町、幸町一、幸町二、幸

町三、北目、荒町一、荒町二、元町、元町三、旭町、御入水、

弥生町、泉岡、根岸、三条目、相森 
  ０円 

 

２ 

青葉町、安久津一、安久津二、緑町、鳥居町、小郡山、高安、

塩森、飯森、日向、大笹生、細越、山越、竹上、竹中、竹下、

竹向、深上、西館、中組、砂押、大新、中才、東本町、西本町、

３００円 



館の内、粡町、山崎、柏木目、川沼、亀岡一、亀岡二、亀岡三、

亀岡四、船橋、文殊ヶ丘、元山崎 

３ 駄子町、金原湯在家、金原熊の前、上駄子町、野手倉、入生田

南、入生田西、入生田北、露藤上、露藤中、露藤下、下町、沢

口、駅前、本町、中瀬、石岡、上山崎、若葉平、駅東 ４５０円 

４ 蛭沢、金原新田、弁天前、下宿、上宿、中島南、中島北、中和

田東部、中和田西部、元和田北、元和田西、下和田１２、下和

田北、下和田南、馬頭東、馬頭西、仲町、宮町、共栄、家中、

蛇口、上平柳、西町、津久茂、夏刈 

６００円 

５ 入蛭沢、田沢、筋、中、時沢、川北下、佐沢上、佐沢下、南佐

沢、三軒屋、上町、小其塚 ７５０円 

６ 入、上和田一、上和田二、上和田三、両組、川北上、立石 ９００円 

７ 海上小倉 １,１００円 

 

 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

 

 

附 則 

1 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年６月１４日 一部変更 

３ 平成３１年３月２６日 一部変更 

４ 令和２年３月２６日 一部変更 

 


